
都市計画法第２９条 

開発許可の手引き 

都市建設部 建築室 開発指導課 開発指導係 

Tel:03-3880-5272（直通）Fax:03-3880-5615 

Mail:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp 

令和５年１１月更新 
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（区画の変更）  

住宅  
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拡 幅 部 分  3.0ｍ 

Ｗ≧ 2.7ｍ 既存道路（令25-2） 

広幅員道路 

（6.0ｍ以上） 

拡 幅 部 分  

Ｗ≧2.7ｍ既存道路（令25-4） 

新

設

道

路

道

路 
 

広幅員道路 

（6.0ｍ以上） 

Ｗ≧2.7ｍ

3.0ｍ 

既存道路 

（令25-2） 

（令25-2） 

※1 

開発区域 

3.0ｍ 

始点 終点 
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足  立  区 

（許可権者） 
申  請  者 公共施設管理者等 備考 

事 

前 

相 

談 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※新設道路(通り抜け型) 

がある場合は交通管理 

者（警察署）と事前協 

議を行うこと 

法 
 

条 

同 

意 

・ 

協 

議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下水道局 

・消防署 

 

・区以外の道路管理者 

・河川管理者 

・区画整理事務所 

・環境局 

・その他 

 

 

 

 

※同意協議申請書 

提出部数 ４部 

（２部はＡ４版ファイ 

ルに綴じて、表紙と背 

表紙に申請者名、申請 

場所を表記してくださ 

い。） 

 

※協議書２部を区が作成 

し、申請者および足立区 

長が捺印して、取り交わ 

しを行います。 

法 

条

開

発

許

可 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※開発許可申請書 

提出部数 ２部 

（正１部、副１部） 

（区以外の各公共施設 

管理者の同意書の写し 

添付） 

工 

事 

着 

手 

か 

ら 

工 

事 

完 

了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

※検査は毎週火曜日の午 

後、道路公園管理課職 

員と共に行います。 

検査日は早めに電話等 

で仮予約してください。

下水道局の完了検査を 

先に受けてください。 

事前相談回答 

下水道局、 

消防署ほか ※ 

道路管理者協議 区以外の公共施設 

管理者との協議 

協議書 ※        

同 意 書 

法 29 条 

開発許可申請 ※ 

許 可 書 

工 事 完 了 届 

完了検査 ※ 

検 査 済 証 

工事完了公告 

建 築 確 認 申 請 

同意書・協議書の発行

で協議終了 

事 前 相 談 開 始  関 係 各 課 

（標準処理期間は約１０日） 事前相談書
の提出 

同意書添付 

必
須 

必
要
に
応
じ
て 

32 

29 

(標準処理期間は約４０日) 

関係各課協議 

申請 ※  

標識設置・工事着手届 

(標準処理期間は約１０日) 

協議書 

(区が提出を求めた場合のみ) 

法 32 条同意協議 
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事 前 相 談 書 

  年  月  日 

 

相談者（申請者） 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

計画の内容 

〇印を付けてくだ
さい 

戸建住宅（  棟）・集合住宅（  階   戸） 

老人ホーム・物販店舗・その他（         ） 

□ 自己居住用 

□ 自己業務用 

□ 非自己用 延床面積     ㎡（物販店舗面積     ㎡） 

計
画
地 

所在地 （地名地番）足立区 

（住居表示）足立区 

面積         ㎡ 地目 宅地・田・畑・雑種地・その他（   ） 

現況 建物有・農地・更地・駐車場・資材置場・その他（     ） 

行
為
内
容 

□ 区画の変更（道路の新設・廃止・変更） 接する 

既存道路 

国道・都道・区道・私道 

□ 切土又は盛土（高さ 1ｍを超える場合） 幅員     ｍ 

□ 質の変更（農地等の宅地化） 行き止まり ・ 通り抜け 

設
計
者 

住所  

氏名                      担当者：      

電話  Mail  

【添付図書】 

案内図、現況図、現況写真、公図の写し、土地の登記事項証明書等（隣接地含む）、

土地利用計画図、道路区域標示図等 

（必要に応じて）造成計画図平面図・断面図、過去５か年分の固定資産評価証明書等 

提出部数：正・副 各１部   

連 絡 先：足立区開発指導課開発指導係 03-3880-5272 

区処理欄 

判
定 

□ 開発許可要 □ 開発可 ・ □ 開発不可 

□ 開発許可不要 

備
考 

 

受
付 

 

受付番号   － 決定日     年  月  日 

※都市計画法第 29 条に関する回答です。事前協議は別途相談願います。 


